様式第２号（第８条関係）

暮らしの応援プログラム同意書

令和　　年　　月　　日

鷹栖町長　様

私は、鷹栖町関係人口創出事業（未来のふるさと住民育成プロジェクト）暮らしの応援プログラムの利用に当たり、下記の事項について確認し、同意します。

１　基本事項
（１）私は、鷹栖町関係人口創出事業（未来のふるさと住民育成プロジェクト）暮らしの応援プログラム
実施要綱の内容を理解し、これを遵守します。
（２）貸付物品は、大学生等公営住宅入居プログラムにより入居する住宅においてのみ使用します。
（３）貸付物品の使用期間は、大学生等公営住宅入居プログラムの利用期間内とします。

２　貸付料
（１）貸付物品の使用料は、町が定める月額使用料を負担し、町の指定する方法により納付します。
（２）一度納付した使用料は、町長が特別の理由があると認める場合を除き、還付されないことに同意し
ます。

３　貸付物品の管理
（１）貸付物品は、善良な管理者の注意をもって使用し、日常的な清掃及び通常使用に伴う軽微な管理を
行います。
（２）電気料、ガス料その他貸与品の使用に伴う費用は、私が負担します。
（３）電池、電球、ガスホースその他通常使用に伴い交換が必要となる消耗品は、私が負担します。

４　禁止事項
（４）貸付物品について、次の行為を行いません。
　ア　第三者への譲渡、転貸又は担保提供
　イ　指定された住宅以外での使用
　ウ　町の承認を受けない改造又は原状変更
　エ　その他貸与目的に反する使用

５　故障、破損、滅失等
（１）貸付物品が故障し、破損し、又は滅失した場合は、速やかに町へ届け出ます。
（２）通常の使用による経年劣化又は自然故障による修繕等については、町の判断に従います。
（３）私の故意又は過失により貸与品を破損し、汚損し、又は滅失させた場合は、修繕、清掃、買換えそ
の他原状回復に要する費用を負担します。

６　返却等
（１）貸付期間が終了したとき、又は町から返却を求められたときは、指定された期日までに貸付物品を
返却します。
（２）返却時に通常の使用を超える汚損又は破損が確認された場合は、その回復に要する費用を負担し
ます。
（３）正当な理由なく返却しない場合又は町に損害を与えた場合は、その損害を賠償することに同意し
ます。

７　貸付決定の取消し
（１）次のいずれかに該当する場合は、貸付の決定が取り消されることに同意します。
　ア　虚偽その他不正の手段により承認を受けたとき
　イ　要綱又は町の指示に違反したとき
　ウ　使用料を滞納したとき
　エ　大学生等公営住宅入居プログラムの対象者でなくなったとき
　オ　その他町長が不適当と認めたとき

８　個人情報の取り扱い
（17）本申請及び本事業の実施に必要な範囲において、町が私の氏名、住所、連絡先、所属その他必要な
情報を利用することに同意します。
（18）町は、本事業の運営、使用料徴収、貸与品管理、返却確認その他必要な範囲で個人情報を取り扱う
ことができるものとします。

９　署名欄
上記内容を確認の上、同意します。


住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


氏名（自署）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

